
　

令
和
元
年
7
月
の「
た
め
池
管
理
保
存

法
」施
行
と
、県
の「
た
め
池
保
全
条
例
」

の
改
正
に
基
づ
き
、全
て
の
農
業
用
た
め

池
で
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

役
員
変
更
な
ど
に
よ
り
、管
理
者
お
よ

び
所
有
者
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は「
た

め
池
変
更
届
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請  

(市)
農
地
整
備
課

ため池

た
め
池
管
理
者
が
変
わ
っ
た
ら
届
出
を

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
に「
令
和
6
年
度
三
木
市
冬

の
緊
急
支
援
給
付
金
」と
し
て
、3
万
円
を
給
付
し

ま
す
。

▼
申
請
方
法

　
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
世
帯
へ
支
給
の
お
知

ら
せ
、ま
た
は
確
認
書
を
順
次
送
付
し
ま
す
。
支
給

の
お
知
ら
せ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、手
続

き
不
要
で
す
。
確
認
書
の
場
合
は
、必
要
事
項
な
ど

を
記
入
の
上
、期
限
ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い（
案

内
が
届
か
な
い
場
合
で
も
、給
付
対
象
の
可
能
性
が

あ
り
ま
す
の
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
）。

　
令
和
６
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
方
が
い
る

世
帯
や
、市
外
の
居
所
で
非
課
税
申
告
を
し
た
方
が

い
る
世
帯
、税
の
修
正
申
告
に
よ
り
住
民
税
非
課
税

世
帯
と
な
っ
た
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
申
請
期
限　
4
月
30
日
㈬
必
着

▼
こ
ど
も
加
算

　

対
象
世
帯
の
う
ち
、平
成
18
年
４
月
２
日
生
ま
れ

以
降
の
子
ど
も
を
扶
養
し
て
い
る
世
帯
に
対
し
、子

ど
も
１
人
あ
た
り
2
万
円
の
追
加
給
付
金
が
あ
り
ま

す（
令
和
6
年
12
月
14
日
生
ま
れ
以
降
の
子
ど
も
に

つ
い
て
は
、申
請
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
）。

問・申
請  

三
木
市
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

 　
　

  

☎
8
6
‐
6
6
6
0

　

県
で
は
、物
価
高
騰
の
影
響
が
大
き
い

子
育
て
世
帯
を
さ
ら
に
応
援
す
る
た
め
、

プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ
ジ
タ
ル
券「
は
ば
タ
ン

P
a
y
+
」第
4
弾
を
拡
充
し
、「
子
育
て

応
援
枠
」を
新
た
に
追
加
し
ま
す
。

▼ 

購
入
対
象　

18
歳
以
下
の
子
ど
も
、も

し
く
は
申
込
日
に
お
い
て
妊
娠
し
て
い

る
方
の
い
る
世
帯
の
代
表
者（
県
内
在

住
者
に
限
る
）

▼ 

プ
レ
ミ
ア
ム
率　
25
%

▼ 

販
売
単
価（
額
面
）　
5
，
0
0
0
円

（
6
，
2
5
0
円
）

▼ 

申
込
上
限　
1
世
帯
あ
た
り
2
口

▼ 

申
込
期
間　
2
月
20
日
㈭
ま
で

▼ 

利
用
期
間　
3
月
24
日
㈪
～
5
月
31
日
㈯

▼ 

申
込
方
法　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ

リ「
は
ば
タ
ン
P
a
y
+
」か
ら
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い（
予
定
数
を
超
え
る

場
合
は
抽
選
に
よ
り
口
数
を
調
整
）。

　
●�

親
子
と
も
に
本
人
確
認
資
料
が
必
要

で
す（
妊
娠
中
の
場
合
は
母
子
手
帳
）。

▼ 

利
用
可
能
店
舗　

ス
ー
パ
ー
、コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、家
電
量
販
店
、飲
食

店
、直
売
所
、商
店
街
の
小
売
店
な
ど

問  

は
ば
タ
ン
P
a
y
+
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
0
7
8
‐
3
7
1
‐
2
9
6
0

住
民
税
非
課
税
世
帯
に

3
万
円
を
給
付

物価高騰対策

プ
レ
ミ
ア
ム
付
デ
ジ
タ
ル
券「
は
ば
タ
ン

P
a
y
+
」第
4
弾（
子
育
て
応
援
枠
）を
販
売

物価高騰対策

　

次
世
代
育
成
支
援
の
観
点
か
ら
、国
民
年
金
第
1

号
被
保
険
者
が
出
産
※
し
た
場
合
に
、出
産
前
後
の

一
定
期
間
に
つ
い
て
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ

ま
す
。

※�

妊
娠
85
日（
4
カ
月
）以
上
の
出
産（
死
産
、流
産
、

早
産
を
含
む
）

▼ 

対
象
者　
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
で
平
成
31

年
２
月
以
降
に
出
産
し
た
方

▼ 

免
除
期
間　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す

る
月
の
前
月
か
ら
4
カ
月
間（
多
胎
妊
娠
の
場
合

は
3
カ
月
前
か
ら
6
カ
月
間
）

▼ 

申
請
方
法　
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
市

役
所
3
階
市
民
課
に
あ
る
申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、母
子
健
康
手
帳
、出
産
日
を
明
ら
か
に

す
る
書
類
を
添
え
て
持
参
、ま
た
は
郵
送（
添
付

書
類
は
コ
ピ
ー
可
）し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

申
請
期
間　

出
産
予
定
日
の
6
カ
月
前
か
ら（
出

産
後
は
い
つ
で
も
可
）

問・申
請  

·
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

 　
　

  　

☎
0
5
7
0
‐
0
5
‐
1
1
6
5

　

 　
　

  

· 

(市)
市
民
課 

年
金
係

産
前
産
後
の
国
民
年
金
保

険
料
が
免
除
に

国民年金

消防

山
火
事
か
ら
森
林
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

あ
ぜ
焼
き
を
行
う
際
は
、3
日
前
ま
で

に
消
防
署
へ「
火
災
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
煙

等
又
は
火
炎
を
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
の
届
出
書
」の
提
出
が
必
要
で
す
。

▼ 

あ
ぜ
焼
き
を
す
る
際
の
注
意
事
項

　
·�

作
業
は
絶
対
に
一
人
で
実
施
せ
ず
、

地
区
単
位
な
ど
に
よ
り
共
同
で
実
施

す
る

　
·�

風
下
か
ら
少
し
ず
つ
行
う

　
·�

山
林
や
民
家
に
近
い
と
こ
ろ
は
刈
分

け
を
実
施
し
、事
前
に
水
を
か
け
る

　
·�

付
近
住
民
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う

に
行
い
、風
の
強
い
日
は
中
止
す
る

　
·�

火
災
と
判
断
し
た
ら
近
く
の
人
に
知

ら
せ
る
と
と
も
に
消
防
署
に
通
報
す

る

問  

(市)
消
防
署 

警
防
課

 

☎
8
9
‐
0
1
7
2

消防

あ
ぜ
焼
き
に
は
届
出
が
必
要
で
す

　
冬
か
ら
春
に
か
け
て
森
林
は
乾
燥
し
ま

す
。
そ
こ
に
た
き
火
な
ど
が
原
因
で
山
火

事
に
発
展
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
ま

す
。

　

山
火
事
の
消
火
は
難
し
く
、焼
け
た
森

林
の
回
復
に
は
長
い
年
月
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
火
気
の
管
理
に
は
十
分
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

▼ 

山
火
事
を
防
ぐ
た
め
の
注
意
事
項

　
·�

空
気
が
乾
燥
し
て
い
る
日
、風
が
強

い
日
は
、山
へ
燃
え
移
る
危
険
が
あ

る
た
め
、た
き
火
や
あ
ぜ
焼
き
を
し

な
い

　
·�

火
気
の
使
用
中
は
そ
の
場
を
離
れ

ず
、使
用
後
は
完
全
に
消
火
す
る

　
·�

た
ば
こ
は
、指
定
さ
れ
た
場
所
で
喫

煙
し
、吸
い
殻
は
必
ず
消
す
と
と
も

に
投
げ
捨
て
な
い

　
·
火
遊
び
は
し
な
い　

�

● 

一
般
ご
み
、産
業
廃
棄
物
、剪
定
し
た

枝
木
な
ど
は
燃
や
さ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

問  

(市)
消
防
本
部 

予
防
課

 

☎
8
9
‐
0
1
7
1

▲�ホームページ
はこちら

▲�ホームページ
はこちら

▲�ホームページ
はこちら

▲�ホームページ
はこちら
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